
羽咋市庁用車管理業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の概要 

（１）業務名 

羽咋市庁用車管理業務 

（２）業務の目的 

羽咋市が所有する公用車について、道路運送車両法その他関係法令に適合した安 

全な車両状況維持のため、保守点検、整備及び維持管理の手続き等を委託する。 

（３）業務範囲 

「羽咋市庁用車管理業務仕様書（以下、「仕様書」という。）に基づく。 

総務課管理車両 １１台 

（４）業務期限 

契約締結の日から令和１０年３月３１日まで 

業務期間（メンテナンス期間）１８カ月 

（令和８年１０月１日～令和１０年３月３１日） 

（５）提案上限額 

３，６００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）を限度とする。 

※（内訳）Ｒ８：１，２００，０００円、Ｒ９：２，４００，０００円 

※参考見積書の金額が、提案上限額を超過した場合は失格とする。 

※この業務は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定に基 

づく長期継続契約であるため、この契約の締結の日の当該契約に係る発注者の歳出 

予算において減額又は 削除があった場合、契約を変更または解除することがある。 

２ 参加資格 

このプロポーザルに参加することができる者は、次に掲げる者でないことを条件と 

する。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当す 

  るもの 

（２）国又は地方公共団体その他の公共機関から業務等に関し指名停止の措置を受け 

  ている者 

（３）国税及び地方税を滞納している者 

（４）宗教活動又は政治活動を目的としてこのプロポーザルに参加しようとする者 
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（５）特定の公職にある者（候補者を含む。）又は政党若しくは政治団体を推薦し、若 

しくは支持し、又はこれに反対することを目的としてこのプロポーザルに参加しよ 

うとする者 

（６）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７ 

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員と密接な関係を有し若 

しくは社会的に非難される関係を有する者 

 

３ スケジュール 

 項 目 期 日 

① 公募開始 令和８年７月７日（火） 

② 質問受付期限 令和８年７月１４日（火）午後５時まで 

③ 質問に対する回答期限 令和８年７月２１日（火） 

④ 参加申込書等提出期限 令和８年７月２８日（火）午後５時まで 

⑤ 参加資格確認結果及び審査日程詳細通知 令和８年７月３１日（金） 

⑥ 企画提案書提出期限 令和８年８月４日（火）午後５時まで 

⑦ 審査実施 令和８年８月上旬（予定） 

⑧ 審査結果通知 令和８年８月中旬（予定） 

⑨ 契約締結 令和８年８月中旬（予定） 

  ※このスケジュールについては、参加申込状況により変更する場合あり。 

 

４ 配付資料 

参加申込書（様式第１号） 

※配付場所は、羽咋市役所ホームページ又は羽咋市役所３階総務部資産活用室とす 

る。 

 

５ 選定方法 

受託者の選定は、公募型プロポーザルとする。羽咋市庁用車管理業務委託業者選 

定委員会（以下「委員会」という。）による審査で優先交渉権者を決定する。 

 

６ 質問及び回答について 

本業務及び本要領についての質問は、電子メールにより受け付けることとし、電話 

による質問の受付は行わない。質問の受付後、本市から受理確認のメールを送信する。 
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（１）質問受付期限： 令和８年７月１４日（火）午後５時まで  

（２）質問送付先及び連絡先：soumu@city.hakui.lg.jp 

   ※件名は「【質問書】事業所名」と する。 

（３）質問に対する回答：令和８年７月２１日（火）までに市ホームページに掲載。 

 

７ 参加申込 

（１）プロポーザルへの参加申込を希望する事業者（以下、「参加申込事業者」という。） 

は、次に掲げる書類を期日までに提出しなければならない。 

① 参加申込書（様式第１号） 

② 会社概要及び財務状況関係書類 

所在地、資本金、事業内容、社歴等が確認できるもの。（パンフレットの使用 

も可とする。） 

③ 受託実績一覧表 

（２）参加申込書類の提出方法は、持参又は郵送（配達証明付き書留郵便）とする。 

① 提出部数 各１部 

② 提出期限 令和８年７月２８日（火）午後５時まで 

③ 提出先 

〒９２５－８５０１  

石川県羽咋市旭町ア２００番地 

羽咋市役所 ３階 総務部資産活用室  

 

８ 企画提案書の提出 

（１）参加事業者は、本実施要領に従い、次に定める項目についての企画提案書及びそ 

の他提出書類を作成し、所定の方法により期日までに提出しなければならない。 

①企画提案書 Ａ４判 （任意様式） 

※本実施要領の末尾に記載する別紙「羽咋市庁用車管理業務評価基準」の評価項目 

「１①から２④まで」の評価内容に応じた企画提案書とすること。 

②見積書  Ａ４判 （任意様式） 

③見積内訳 Ａ４判 １枚 （羽咋市庁用車管理業務委託仕様書に添付の設計書） 

④工程表  Ａ４判 １枚 （任意様式） 

（２）  記入方法 

① 提出書類は、原則としてＡ４判・横書で作成すること。 

② 提出書等に記載する文字の大きさは、１２ポイントとし書体は任意とする。 
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③ 文書を補完するためのイラスト、イメージ画等を使用してもよい。 

④ 正本にあたる企画提案書の表紙には、宛先「羽咋市長」、タイトル「羽咋市庁 

 用車管理業務企画提案書」、提出年月日、会社名を記載することとする。 

⑤ 正本にあたる企画提案書の表紙に実印（代表者印）を押印することとする。 

⑥ 副本にあたる企画提案書の表紙には、宛先「羽咋市長」、タイトル「羽咋市庁 

 用車管理業務企画提案書」、提出年月日を記載すること。 

会社名は記載しない事とする。副本は、６部用意する事。（正本は事務局で預り、 

副本により審査を実施する。） 

⑦ 企画提案書等の著作権はそれぞれ製作者に帰属するが、プロポーザルの実施上、 

必要な場合は、無断、無償で複製する場合がある。 

（３）応募方法は、持参又は郵送（配達証明付き書留郵便）とする。 

（４）企画提案書の提出先 

   参加申込と同様 

（５）提出期間 

令和８年７月７日（火）から令和８年８月４日（火）午後５時まで。 

なお、郵送による提出の場合は、令和８年８月４日（火）必着とする。 

（６）応募にあたっての留意事項 

① 企画提案書は、別に定める「羽咋市庁用車管理業務仕様書」に基づき作成す 

 ること。 

② 応募書類の作成に必要な経費については、応募者の負担とする。 

③ 提出された応募書類については、返却しない。 

④ 応募書類に記載されている個人情報については、企画書の審査及び選定以外 

 の目的には利用しない。 

（７）その他 

① 提出書類について、提出後の追加及び変更は認めない。 

② 提案書等の作成及び提出に要する費用は提案者の負担とする。 

③ 提出された書類は返却しない。 

④ 提出された書類は羽咋市情報公開条例（平成１３年羽咋市情報公開条例第 

５条）に基づき公開する場合がある。 

⑤ 提出された書類はこの募集の選定以外の目的では使用しない。 

⑥ 書類提出後、辞退する場合は、その旨書面により申し出ること。 

⑦ 提出された書類以外に、審査に必要な書類の提出を求める場合がある。 
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９ 受託者の審査、評価及び選定 

提案内容の審査にあたり、委員会が評価基準に基づき各評価項目の審査を行う。 

(１) 審査方法 

書類審査及びプロポーザル方式の審査を経て、委員会で選定する。  

なお、審査会開催の場所や日時等については下記の予定とする。 

① 場  所  羽咋市役所内会議室 

② 日  時  令和８年８月上旬 

          ※時間は調整の上、個別に連絡する。 

③ 審査方法  書類審査及びプレゼンテーション 

④ 審査結果  文書で通知する。 

（２）契約の締結 

委員会の審査結果により、１者選定された者を、優先交渉権者として市長への報 

告を行う。その後、市長の決定を経て、契約締結の交渉を行う。 

ただし、当該交渉が不調のときは、順位付けを行った上位の者から順に契約締結 

の交渉を行う。 

 

10 失格事項 

次のいずれかに該当したものは失格とする。 

（１）提案書等の提出期限に遅れた者 

（２）参考見積書の金額が、提案上限額を超過した者 

（３）審査会の実施時間に遅れた者 

（４）提出書類等に虚偽の記載をした者 

 

11 添付資料 

羽咋市庁用車管理業務仕様書 

 

12 書類等の照会・問合せ先 

〒９２５－８５０１ 

石川県羽咋市旭町ア２００番地 

羽咋市総務部資産活用室 担当：野川 

TEL ０７６７－２２－７１６１ 

電子メール：soumu@city.hakui.lg.jp 

 

5



様式第１号 

プロポーザル参加申込書 

 

令和  年  月  日 

羽咋市長 宛 

    

参 加 者 

 

所 在 地  

事業者名   

代 表 者 印                         

 

  羽咋市庁用車管理業務に係る業務委託について、羽咋市のプロポーザルに参加します。 

なお、参加に際し要した費用については、一切請求しません。 

       

担当者連絡先 

 

所  属  

役 職 名  

氏  名  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

メールアドレス  
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【別紙】羽咋市庁用車管理業務評価基準 

 

 
評価項目 評価の視点  

１ 業務実績・技

術者 
①実績 

 

本業務を遂行できるだけの経験と実績を有し

ているか。  
１０ 

②技術者 

 

本業務を確実に遂行できる技術を有する責任

者及び担当者が十分に配置されているか。  
１０ 

２ 企画提案の内

容・実施体制  
①提案の適格性 

 

 

業務に対する理解が十分で、提案内容が本実施

要領及び仕様書で示す「業務内容」と整合性が

十分とれているか。  

１０ 

②指定工場との調

整  

指定工場への説明及び調整など本業務が円滑

に進む提案内容となっているか。  
１０ 

③提案の創意工夫 

 

提案内容が、車両管理の課題に着目し、工夫が

取り入れられているか。  
１５ 

④実施体制 

 

 

実施体制、スケジュール（工程表）は妥当なも

のであり、本業務を滞りなく遂行できる人員・

体制が整えられているか。  

１５ 

３ 見積価格  

（消費税及び地方消費税を含む）  

※上限額：3,600千円 

R8：1,200千円、R9：2,400千円 

金額についてコストダウンが図られているか。 

 

 

 

２０ 

４ プレゼンテー

ション及び 

ヒアリング 

の内容 

①伝達力・積極性 

 

  

業務に対して積極的であり、かつ、わかりやす

い説明で企画提案の内容を深めることができ

たか。  

５ 

②認識性 

 

質問に対して迅速かつ、明確でわかりやすい回

答であったか。  
５ 

合 計 １００ 
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